
公益社団法人日本非常食推進機構

【取扱品について】
配布食品は未開封・未使用
賞味期限１か月前のもの、
加工食品（常温）など

【連絡先】
所在地 ：515-0814

三重県松阪市久保田町字上沖127番地１Ｍ‘sテラス７号
電話 ：059-830-5481
メールアドレス ： wba※jefo.or.jp

                               （※を＠に置き換えて送信してください）

【受贈者の声】
○この度は大変ありがとうございました。すぐに届き、
午後早速2件の生活困窮世帯へ提供させていた
だきました。電気が止められており、米が炊けな
い家庭でしたので、乾燥米飯やｻﾊﾞｲﾊﾞﾙﾊﾟﾝなど
非常に喜ばれました。コロナウィルスの影響により
生活困窮に陥る方々からの申し出が増えてきて
おります。是非活用させていただきます。本当に
ありがとうございました。

〇消費期限が余裕があるものも入っており、
 また何の手を加えなくても食することが
できる食品は、広く相談者に提供できます。
 ありがとうございました。

【基本理念】
賞味期限の近づく備蓄食品等を有効活用して、社会貢献と
廃棄量の削減に取り組みます。

【主な寄贈先】
全国の社会福祉協議会、
こども食堂、非営利活動団体、
教育機関等

【寄付者の声】
○食品ロス削減のみでなく社会貢献につながる
活動であり有意義であると考えている。

○食品提供・寄付に係る税制上の優遇措置の
活用できるメリットがある。

〇少しでも皆様のお役に立てた事、
うれしい気持ちでいっぱいになりました。

【活動内容】
〇全国の社会福祉協議会、こども食堂、非営利活動団体等が実施又は支援する

 防災啓発活動
〇生活困窮者支援活動
〇地域福祉活動
〇全国の教育機関が実施するSDGｓ推進活動

【必要とする支援】
○食品の提供
○保管場所の提供
○運送の支援

【ホームページ】
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